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◎ 祝日が増加していることを考慮して、休日を増やすべき
である。

◎ 基準労働時間が７時間半の社員は年間総労働時間が183
7.5時間。休日増をして1800時間をクリアすべき。

◎ 出向作業手当は作業の実態に合わせるべきである。
◎ 年末年始は特別なもの。年末年始手当を新設して報いる
べき。

◎ 専任社員のフレックス通勤は給付金な
どが減る原因。自宅の最寄への転勤を。

◎ 多目的休暇の有給で新設。不妊治療や
ボランティア、自己啓発などを使用し、
ワークライフバランスの充実を。


